
注意事項等
１　国税徴収法第９２条及び第１０８条第１項該当者は買い受け人となることはできません。
２　入札は納税管理課窓口にて行っていただきます。
３　公売財産は現状での引き渡しとなります。
４　買受代金納付の前に、公売財産に係る市税の完納の事実が証明されたときは、公売を中止
    する場合があります。
５　買受代金を納付した時に所有権が買受人に移転します。危険負担も同時に移転するので、
    買受代金納付後に発生した財産の破損、焼失等による損害の負担は買受人が負うことにな
    ります。

お問い合わせ　宮崎市役所　納税管理課
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詳しくは市のＨＰ
をご覧下さい
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